
【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源分） 104,000 千円

【歳出】　社会保障施策に要する経費 1,820,422 千円

【歳出内訳及び充当状況】 単位：千円

うち
社会保障
財 源 分

総合福祉事業
（保健福祉センター運営費など）

85,261 2,707 0 1,094 81,460 6,738

高齢者福祉事業
（老人保護措置費など）

58,236 1,041 0 15,168 42,027 3,476

障がい者福祉事業
（自立支援給付費など）

363,371 256,761 0 84 106,526 8,811

児童福祉事業
（保育所運営費など）

593,540 144,549 0 18,767 430,224 35,586

計 1,100,408 405,058 0 35,113 660,237 54,611

国民健康保険事業 122,362 47,100 0 0 75,262 6,225

後期高齢者医療保険事業 198,317 33,996 0 0 164,321 13,592

介護保険事業 191,380 6,772 0 0 184,608 15,270

計 512,059 87,868 0 0 424,191 35,087

医療給付事業
（障がい者医療費給付など）

42,581 17,658 0 3,964 20,959 1,734

地域医療事業
（医療機関運営費助成など）

108,297 0 0 0 108,297 8,958

保健予防・検診事業
（予防接種・がん検診など）

44,761 1,962 0 7,894 34,905 2,887

母子保健事業
（妊産婦健康診査など）

12,316 170 0 3,400 8,746 723

計 207,955 19,790 0 15,258 172,907 14,302

1,820,422 512,716 0 50,371 1,257,335 104,000
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上記は令和２年度清水町一般会計当初予算ベースによる充当状況である。

令和２年度地方消費税交付金（社会保障財源分）の充当状況について

　平成２６年４月１日から施行された消費税率の引上げに伴う地方消費税交付金の増額分については、社会保障施策に要
する経費に充てるものとされています。
　令和２年度清水町一般会計予算における地方消費税交付金（社会保障財源分）に係る社会保障施策に要する経費への充
当状況は次のとおりです。
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